（様式A-12）
正　副　
軽 微な 変 更 届
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　年　　月　　日

　　　計画変更に係る確認を要しない軽微な変更について、確認検査業務規程第２４条の２により
下記のとおり届け出ます。

　　公益財団法人　佐賀県建設技術支援機構　理事長　様
　
　　　　　　　　　　　　　　　届出者（建築主）　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　設計者又は工事監理者　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　記
	(1) 確認済証
年月日･番号
	　　　　　　　　　　　 年　　　月　 　日
第　　　　　　　　　　　　　　　号

	(2)敷地の地名地番
	

	(3)建築物等の名称
	

	
(4)変　更　内　容
右欄の□にㇾ
を入れて下さい
	□建築基準法規則第３条の２関係
【該当項目（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）裏面の該当番号を記載】
□省エネ適判等に係る変更
【□軽微な変更（□仕様基準、ルート□Ａ、□Ｂ、□Ｃ）、□変更省エネ適判等】
□その他

	①変更箇所
	②設計変更の内容

	
	

	受　　付　　欄
	手数料
	決　　裁　　欄
	処　理　欄

	
	基準法審査　　・要　　・不要
	所長
	副所長
・課長
	適合判定監
	担当
	

	
	省エネ法（ルートB該当）
・有　　・無
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	円
	
	
	
	
	


＜(4)変更内容欄　記載要領＞　裏面の変更事項と整合ください。欄が足りない場合は別紙にまとめて添付してください。
1 欄　変更する箇所を記載　　（例：○階LDK部分、○階△通り筋交い等）
2 欄　変更内容を具体的に記載（例：○○の追加・削除、位置の変更等）
＜添付図面＞　変更箇所を明確にしてください。
・変更前後の図面及び説明書
■建築基準法規則第３条の２関係
以下の変更事項に該当するものについて太枠の該当項目欄に「〇」を付して下さい。
	番号
	変　更　事　項
	該当
項目
	審査欄
	番号
	変　更　事　項
	該当
項目
	審査欄

	一
	　道路幅員、接道長さ
	　
	
	十三
	　建築物の材料・構造
（第九号から前号までに係る部分を除く）
	　
	

	二
	　敷地面積、敷地境界線
	　
	
	
	
	
	

	三
	　高さ
	　
	
	十四
	　井戸の位置
	　
	

	四
	　階数
	　
	
	十五
	　開口部の位置・大きさ
	　
	

	五
	　建築面積
	　
	
	十六
	　建築設備の材料・位置・能力
	　
	

	六
	　床面積
	　
	
	十七
	　前各号のほか、
　国土交通大臣が定めるもの
	　
	

	七
	　用途
	　
	
	
	
	
	

	八
	　基礎ぐい、間柱、床板、
　屋根版、横架材の位置
	　
	
	ⅰ
	　地名地番
	　
	

	
	
	
	
	ⅱ
	　建物の位置
	　
	

	九
	　構造耐力上主要な部分である
　部材の材料・構造
	　
	
	ⅲ
	　シックハウス換気（気積）
	　
	

	
	
	
	
	ⅳ
	　火気使用
	　
	

	十
	　特定木造建築物の構造耐力上
　主要な部分である部材の材料
　・構造
	　
	
	ⅴ
	　煙突
	　
	

	
	
	
	
	ⅵ
	　小屋裏物置等
	　
	

	
	
	
	
	ⅶ
	その他
	　
	　
	

	十一
	　構造耐力上主要な部分以外で
　屋根ふき材、内装材(天井を除く)、
　外装材等の材料・構造・位置
	　
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	

	十二
	　構造耐力上主要な部分以外の
　天井の材料・構造・位置
	　
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	



■省エネ適判等に係る変更
以下の変更事項に該当するものについて太枠の該当項目欄に「〇」を付して下さい。
	区分
	変更事項
	該当
項目
	審査欄

	[bookmark: _Hlk191656371]軽微な変更
	仕様基準
	仕様基準に適合する仕様への変更
	
	

	
	ルートA
	省エネ性能を向上させる変更又は当該性能に影響しないことが明らかな変更
	
	

	
	ルートB
	一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、
一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
	
	

	
	ルートC
	再計算により省エネ基準に適合することが明らかな変更
	
	

	変更省エネ適判等
※１

	軽微な変更に該当しない変更（ルートCに該当する場合で
あっても変更手続きが必要な場合があります。）
	
	


※１変更設計性能評価、変更長期優良住宅認定、変更長期使用構造の確認等の手続きを含む
■その他の変更
　上記に該当しない変更
